
亀 山 市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ

こ に 公 布 す る 。  

令 和 元 年 ９ 月 ３ ０ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 規 則 第 １ ６ 号  

 

   亀 山 市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 

 亀 山 市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 施 行 細 則 （ 平 成 ２ ７ 年 亀 山 市 規 則 第

６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 中 「 第 １ 条 第 １ 号 」 を 「 第 １ 条 の ５ 第 １ 号 」 に 改 め る 。  

 第 ３ 条 中 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費 支 給 認 定 申 請 書 」 を

「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 申 請 書 」 に 改 め る 。  

 第 ４ 条 第 １ 項 中 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費 支 給 認 定 結 果

通 知 書 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 結 果 通 知 書 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項

中 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費 支 給 認 定 却 下 通 知 書 」 を 「 教

育 ・ 保 育 給 付 認 定 申 請 却 下 通 知 書 」 に 改 め る 。  

 第 ５ 条 中 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費 支 給 認 定 （ 変 更 認 定 ）  

延 期 通 知 書 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 （ 変 更 認 定 ） 延 期 通 知 書 」 に

改 め る 。  

 第 １ ５ 条 を 第 ２ ７ 条 と し 、 同 条 の 前 に 次 の ３ 条 を 加 え る 。  

（ 特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施 設 等 の 確 認 の 申 請 ）  

第 ２ ４ 条  府 令 第 ５ ３ 条 の ２ の 申 請 書 は 、 特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援

施 設 等 確 認 申 請 書 （ 様 式 第 ２ ５ 号 ） と す る 。  

（ 特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施 設 等 の 確 認 の 変 更 の 届 出 ）  

第 ２ ５ 条  特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 提 供 者 （ 法 第 ３ ０ 条 の １ １ 第 ３  

項 に 規 定 す る 特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 提 供 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

は 、 特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 を 提 供 す る 施 設 又 は 事 業 所 の 名 称 及

び 所 在 地 そ の 他 の 府 令 で 定 め る 事 項 に 変 更 が あ っ た と き は 、 特 定



子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施 設 等 確 認 変 更 届 （ 様 式 第 ２ ６ 号 ） を 市 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施 設 等 の 確 認 の 辞 退 ）  

第 ２ ６ 条  特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 提 供 者 は 、 法 第 ５ ８ 条 の ６ 第 １

項の規定により当該特定子ども・子育て支援施設等に係る法第３０

条 の １ １ 第 １ 項 の 確 認 を 辞 退 し よ う と す る と き は 、 特 定 子 ど も ・

子 育 て 支 援 施 設 等 確 認 辞 退 届 （ 様 式 第 ２ ７ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

第 １ ４ 条 の 見 出 し 中 「 確 認 」 を 「 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地

域 型 保 育 事 業 者 の 確 認 」 に 改 め 、 同 条 中 「 様 式 第 １ ４ 号 」 を 「 様 式

第 ２ ４ 号 」 に 改 め 、 同 条 を 第 ２ ３ 条 と す る 。  

 第 １ ３ 条 の 見 出 し 中 「 確 認 」 を 「 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地

域 型 保 育 事 業 者 の 確 認 」 に 改 め 、 同 条 中 「 第 ２ ８ 条 及 び 第 ３ ７ 条 」

を 「 第 ３ １ 条 及 び 第 ４ ０ 条 」 に 、 「 様 式 第 １ ３ 号 」 を 「 様 式 第 ２ ３

号 」 に 改 め 、 同 条 を 第 ２ ２ 条 と す る 。  

第 １ ２ 条 の 見 出 し 中 「 確 認 」 を 「 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地

域 型 保 育 事 業 者 の 確 認 」 に 改 め 、 同 条 中 「 第 ２ ６ 条 及 び 第 ３ ６ 条 」

を 「 第 ２ ９ 条 及 び 第 ３ ９ 条 」 に 、 「 様 式 第 １ ２ 号 」 を 「 様 式 第 ２ ２

号 」 に 改 め 、 同 条 を 第 ２ １ 条 と し 、 同 条 の 前 に 次 の ８ 条 を 加 え る 。  

（ 子 育 て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 認 定 の 申 請 ）  

第 １ ３ 条  府 令 第 ２ ８ 条 の ３ 第 １ 項 の 申 請 書 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る  

小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る も の と す る 。  

（ １ ） 法 第 ３ ０ 条 の ４ 第 １ 号 に 規 定 す る 小 学 校 就 学 前 子 ど も  子 育

て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 認 定 （ 第 １ 号 ） 申 請 書 （ 様 式 第 １ ３

号 ）  

（ ２ ） 法 第 ３ ０ 条 の ４ 第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 に 規 定 す る 小 学 校 就 学 前 子

ど も  子 育 て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 認 定 （ 第 ２ 号 ・ 第 ３ 号 ）

申 請 書 （ 様 式 第 １ ４ 号 ）  

（ 子 育 て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 認 定 の 結 果 等 の 通 知 ）  



第 １ ４ 条  法 第 ３ ０ 条 の ５ 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 施 設 等 利 用

給 付 認 定 通 知 書 （ 様 式 第 １ ５ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

２  法 第 ３ ０ 条 の ５ 第 ４ 項 （ 法 第 ３ ０ 条 の ８ 第 ３ 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 通 知 は 、 施 設 等 利 用 給 付 認 定 申 請

却 下 通 知 書 （ 様 式 第 １ ６ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 子 育 て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 認 定 の 申 請 に 対 す る 処 分 の 延 期

の 通 知 ）  

第 １ ５ 条  法 第 ３ ０ 条 の ５ 第 ５ 項 た だ し 書 （ 法 第 ３ ０ 条 の ８ 第 ３ 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 通 知 は 、 子 育 て の

た め の 施 設 等 利 用 給 付 認 定 （ 変 更 認 定 ） 延 期 通 知 書 （ 様 式 第 １ ７

号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 子 育 て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 認 定 の 有 効 期 間 ）  

第 １ ６ 条  府 令 第 ２ ８ 条 の ５ 第 ４ 号 ロ の 市 が 定 め る 期 間 は 、 ９ ０ 日

と す る 。  

２  府 令 第 ２ ８ 条 の ５ 第 ６ 号 の 市 が 定 め る 期 間 は 、 府 令 第 １ 条 の ５

第 ９ 号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る も の と し て 認 め た 事 情 を 勘 案 し て

市 長 が 適 当 と 認 め る 期 間 と す る 。  

（ 子 育 て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 認 定 の 変 更 の 認 定 の 申 請 ）  

第 １ ７ 条  府 令 第 ２ ８ 条 の ８ 第 １ 項 の 申 請 書 は 、 施 設 等 利 用 給 付 認

定 変 更 申 請 書 （ 様 式 第 １ ８ 号 ） と す る 。  

（ 子 育 て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 認 定 の 変 更 の 認 定 の 結 果 等 の 通

知 ）  

第 １ ８ 条  法 第 ３ ０ 条 の ８ 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 法 第 ３ ０ 条 の ５

第 ３ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 施 設 等 利 用 給 付 認 定 変 更 通 知 書 （ 様

式 第 １ ９ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 子 育 て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 認 定 の 取 消 の 通 知 ）  

第 １ ９ 条  府 令 第 ２ ８ 条 の １ １ の 規 定 に よ る 通 知 は 、 施 設 等 利 用 給

付 認 定 取 消 通 知 書 （ 様 式 第 ２ ０ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 子 育 て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 認 定 の 申 請 内 容 の 変 更 の 届 出 ）  



第 ２ ０ 条  府 令 第 ２ ８ 条 の １ ２ の 規 定 の 届 出 は 、 施 設 等 利 用 給 付 認

定 申 請 内 容 変 更 届 （ 様 式 第 ２ １ 号 ） と す る 。  

 第 １ １ 条 中 「 様 式 第 １ １ 号 」 を 「 様 式 第 １ ２ 号 」 に 改 め 、 同 条 を

第 １ ２ 条 と す る 。  

 第 １ ０ 条 中 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費 支 給 認 定 申 請 内 容

変 更 届 （ 様 式 第 １ ０ 号 ） 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 申 請 内 容 変 更 届

（ 様 式 第 １ １ 号 ） 」 に 改 め 、 同 条 を 第 １ １ 条 と す る 。  

 第 ９ 条 の 見 出 し 中 「 支 給 認 定 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 」 に 改 め 、  

同 条 中 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費 支 給 認 定 取 消 通 知 書 （ 様  

式 第 ９ 号 ） 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 取 消 通 知 書 （ 様 式 第 １ ０ 号 ） 」  

に 改 め 、 同 条 を 第 １ ０ 条 と す る 。  

 第 ８ 条 の 見 出 し 中 「 支 給 認 定 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 」 に 改 め 、  

同 条 第 １ 項 中 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費 支 給 認 定 変 更 通 知

書 （ 様 式 第 ７ 号 ） 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 変 更 通 知 書 （ 様 式 第 ８

号 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費 支

給 認 定 変 更 却 下 通 知 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 変

更 却 下 通 知 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） 」 に 改 め 、 同 条 を 第 ９ 条 と す る 。  

第 ７ 条 の 見 出 し 中 「 支 給 認 定 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 」 に 改 め 、  

同 条 中 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費 支 給 認 定 変 更 申 請 書 （ 様

式 第 ６ 号 ） 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 変 更 申 請 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） 」

に 改 め 、 同 条 を 第 ８ 条 と す る 。  

第 ６ 条 の 見 出 し 中 「 支 給 認 定 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 」 に 改 め 、  

同 条 を 第 ７ 条 と し 、 第 ５ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

 （ 食 事 の 提 供 に 要 す る 費 用 の 支 払 の 免 除 に 関 す る 事 項 の 通 知 ）  

第 ６ 条  府 令 第 ７ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 副 食 費 支 払

免 除 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

 様 式 第 １ 号 中 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費  支 給 認 定 申 請

書 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 申 請 書 」 に 、 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型

保 育 給 付 費 に 係 る 支 給 認 定 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 」 に 、 「 既 に

支 給 認 定 」 を 「 既 に 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 」 に 、 「 が 施 設 型 給 付 費 ・



地域型保育給付費の支給認定」を「が教育・保育給付認定」に、「こ

の 支 給 認 定 申 請 書 」 を 「 こ の 申 請 書 」 に 、 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型

保 育 給 付 費 の 支 給 認 定 を 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 を 」 に 、 「 支 給

認 定 の 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 の 」 に 、 「 支 給 認 定 （ 」 を 「 教 育 ・ 保

育 給 付 認 定 （ 」 に 改 め る 。  

 様 式 第 ２ 号 中 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費  支 給 認 定 結 果

通 知 書 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 結 果 通 知 書 」 に 、 「 支 給 認 定 に つ

い て 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 に つ い て 」 に 、 「 支 給 認 定 区 分 」 を

「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 区 分 」 に 改 め る 。  

様 式 第 ３ 号 中 「 支 給 認 定 区 分 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 区 分 」 に

改 め る 。  

様 式 第 ４ 号 中 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費  支 給 認 定 却 下

通知書」を「教育・保育給付認定申請却下通知書」に、「施設型給付

費・地 域 型 保 育 給 付 費 の 支 給 認 定 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 」 に 改

め る 。  

様 式 第 ５ 号 中 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費  支 給 認 定 （ 変

更 認 定 ） 延 期 通 知 書 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 （ 変 更 認 定 ） 延 期 通

知 書 」 に 、 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費 の 支 給 認 定 」 を 「 教

育 ・ 保 育 給 付 認 定 」 に 改 め る 。  

様 式 第 ６ 号 及 び 様 式 第 ７ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  



様式第６号（第６条関係） 

 

       年   月   日  

 

              様 

 

亀山市長          印 

   

 

副食費支払免除通知書 

 

  本年度の副食の提供に要する費用の支払については、次の期間において免除となります

のでお知らせいたします。 

 

入所する児童の氏名 

及 び 生 年 月 日 
 

施 設 名  

 

免除期間 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

副食費       

 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

副食費       

変更のあった場合は、改めて通知します。 

空白の月については副食費を徴収いたします。 



様式第７号（第８条関係）

　亀山市長　様

1.

2.

3.

4.

〒 ―

該当する□にレ点を付けて下さい。

（子から見た続柄）　　　　　　

父・母・その他（　　　　　　）

（子から見た続柄）　　　　　　

父・母・その他（　　　　　　）

認定種別

保育を必要とする
理由

この申請を行う原
因となった事由

満３歳以上の小学校就学前子ども

満３歳以上の小学校就学前子どもであって、下記の保育を必要とする理由があるもの

満３歳未満の小学校就学前子どもであって、下記の保育を必要とする理由があるもの□

□ 就学

□ 就学 □ その他（

第１号

第２号

第３号

□

教育・保育給付認
定保護者

変更に係る小学校
就学前子ども

　　　　年　　月　　日

教育・保育給付認定変更申請書 

　以上のことに同意し、子ども・子育て支援法第２３条第1項の規定に基づき、現に受けている教育・保育給付認定を変更する認定を次のとおり申請します。

　【申請にあたって同意していただく事項】

子ども・子育て支援法第１６条の規定に基づき、施設等利用給付認定の審査及び申請者や同居親族の市町村民税課税状況の確認に当たって、官公署に対し
必要な文書の閲覧又は資料の提供を求めることがあります。

申請書等に記載した内容は、教育・保育給付認定や施設型給付費又は地域型保育給付費の支給に関する情報として必要と認められる場合に、施設・事業者
に提供することがあります。

子ども・子育て支援法第２７条第５項又は同法第２９条第５項の規定に基づき、施設型給付費又は地域型保育給付費は、認定を受けた保護者に代わり、特
定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支給される場合があります。

申請内容が事実と相違した場合は、教育・保育給付認定を取り消すことがあります。

氏名

生年月日

個人番号
（マイナンバー）

教育・保育給付認定
保護者との続柄

氏名

居住地

個人番号
（マイナンバー）

フリガナ

フリガナ

変更希望日 　　　年　　　月　　　日

□ その他（

連絡先

□
疾病
障害等

□
災害
復旧 □

求職
活動等

生年月日 年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

印

□
災害
復旧 □

求職
活動等

就労 □
妊娠
出産

）

□ ）□
介護
看護

□
介護
看護

就労 □
妊娠
出産 □

疾病
障害等

□

□



□ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □

□ □ （ ） □ □ （ ）

　（手帳交付） 　（手帳交付）

□ 有 □ 無 □ 有 □ 無

□ 入院　□ 通院 □ □ その他（　　　　　） □ 入院　□ 通院 □ □ その他（　　　　　）

□ 入院付添　 □ 通院付添 □ 自宅看護 □ 通学付添 □ 入院付添　□ 通院付添 □ 自宅看護 □ 通学付添

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動の内容： 活動の内容：

保育を行うことが困難と認められる内容 保育を行うことが困難と認められる内容

添付書類 （以下の中から該当する書類を添付して下さい）

居宅外労働の場合（予定を含む。）

自営の場合

内職の場合

出産前の場合

出産後の場合

障害による手帳等の交付を受けている場合

障害による手帳等の交付を受けていない場合

保護者が介護・看護をしている場合

震災、風水害、火災等の災害の復旧に当たっている場合

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合

学校等に在学中の場合

認可外保育施設の利用を希望される方

在学証明書（入学予定の場合は合格通知）、在学期間及び修学時間がわかる書類

り災証明書の写しほか災害復旧に当たっていることがわかる書類

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し

協力者

中心者

母親の状況 父親の状況

居宅外労働 居宅外労働

自宅以外 協力者 自宅以外

自営　⇒ 自宅 中心者 自営　⇒ 自宅

その他：

妊娠・出産
（申請時点）

　治癒の見込み時期　　　　　　　年　　　月　　　日 　治癒の見込み時期　　　　　　　年　　　月　　　日

自宅療養 自宅療養

疾
病
・
障
害
等 事由

疾病・障
害名

内職 その他： 内職

その他

月 日まで

　□　卒業後就労するため　□その他（ 　　　　）

期間 月 日まで

就
学

就学の
目的

状況

　□　卒業後就労するため　□その他（ 　　　　）

年

介
護
・
看
護

年

求職活動等

傷病・障害名

　治癒の見込み時期　　　　　　　年　　　月　　　日 　治癒の見込み時期　　　　　　　年　　　月　　　日

事由

災
害
復
旧

被災日 年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

被介護者名 （申請子どもとの続柄：　　　　） （申請子どもとの続柄：　　　　）

求 職 活 動

就 学

そ の 他

就 労

妊 娠 ・ 出 産

疾病・障害等

介 護 ・ 看 護

災 害 復 旧

保育を必要とする理由に応じて記入して下さい。

就労

　出産（予定）日　　　　　　　　年　　　月　　　日

介護・看護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証の写し等)

就労予定申立書

保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

在職（予定）証明書(就労内定の場合はその証明を受けて下さい)

就労申立書、自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、 開業届等)

母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ)

診断書

母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページ)

就労申立書



様 式 第 ９ 号 を 削 る 。  

様 式 第 ８ 号 中 「 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費  支 給 認 定 変 更

却 下 通 知 書 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 変 更 却 下 通 知 書 」 に 、 「 施 設  

型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費 の 支 給 認 定 」 を 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 」  

に 改 め 、 同 様 式 を 様 式 第 ９ 号 と し 、 様 式 第 ７ 号 の 次 に 次 の １ 様 式 を

加 え る 。  

 



様式第８号（第９条関係） 

 

       年   月   日  

 

              様 

 

亀山市長          印 

   

 

教育・保育給付認定変更通知書 

 

       年  月  日付で申請のあった教育・保育給付認定の変更について、次の

とおり認定したので通知します。 

 

認 定 者 番 号  

教 育 ・ 保 育 給 付 

認 定 に 係 る 

小学校就学前子ども 

 

認 定 区 分   認定事由  保育必要量  

認 定 期 間  

変更年月日 年    月    日 

 

備考 

 １ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

3月以内に、亀山市長に対して審査請求をすることができます。 

 ２ この決定の取消しの訴えは、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して６

月以内に、亀山市を被告として（訴訟において亀山市を代表する者は亀山市長となりま

す。）、提起することができます。なお、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して 6 月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると決定の取

消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、審査請求をした場合には、当

該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分

の取消しの訴えを提起することができます。 

 



様式第１０号から様式第１４号までを次のように改める。  

 



様式第１０号（第１０条関係） 

 

       年   月   日  

 

              様 

 

亀山市長          印 

   

 

教育・保育給付認定取消通知書 

 

 子ども・子育て支援法施行規則第１４条第１項の規定により次のとおり教育・保育給付認

定を取り消したので通知します。 

認 定 者 番 号  

教 育 ・ 保 育 給 付 

認 定 に 係 る 

小学校就学前子ども 

 

教 育 ・ 保 育 給 付 

認 定 取 消 理 由 
 

教 育 ・ 保 育 給 付 

認 定 取 消 日 
年   月   日 

 

次のとおり子どものための教育・保育給付 支給認定証を返還してください。 

１ 返還先 

２ 返還期限       年   月   日 

 

備考 

 １ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

3月以内に、亀山市長に対して審査請求をすることができます。 

 ２ この決定の取消しの訴えは、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して６

月以内に、亀山市を被告として（訴訟において亀山市を代表する者は亀山市長となりま

す。）、提起することができます。なお、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して 6 月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると決定の取

消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、審査請求をした場合には、当

該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分

の取消しの訴えを提起することができます。 

 



様式第１１号（第１１条関係） 

 

教育・保育給付認定申請内容変更届 

 

年   月   日 

亀山市長 様 

 

教育・保育給付認定の申請に係る届出事項に変更があったので、次のとおり届け出します。 

 

教 育 ・ 保 育 

給 付 認 定 

保 護 者 

ふりがな  
生年月日 年  月  日  

氏名 ○印   

居住地 
〒   － 

個人番号 
（マイナンバー） 

            連絡先  

変 更 に 係 る 

小学校就学前 

子 ど も 

ふりがな  
生年月日 年  月  日 

氏名  

個人番号 
（マイナンバー） 

            教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 
保 護 者 と の 続 柄 

 

 

変更の内容 

変更が生じた事項 

（該当する番号に○をしてください。） 

変更の内容 

変更前 変更後 

教育・保育給付認

定保護者に関す

ること 

１ 氏名 

２ 住所 

３ 連絡先 

  

教育・保育給付認

定子どもに関す

ること 

１ 氏名 

２ 住所 

３ 保護者との続柄 

  

その他    

変更事項発生日 年     月     日 
 
※「子どものための教育・保育給付支給認定証」及び変更が生じた事項を証する書類を添付してください。 



様式第１２号（第１２条関係） 

 

子どものための教育・保育給付認定 支給認定証再交付申請書 

 

年   月   日 

亀山市長 様 

 

子どものための教育・保育給付 支給認定証の再交付について、次のとおり申請します。 

 

教 育 ・ 保 育 

給 付 認 定 

保 護 者 

ふりがな  
生年月日 年  月  日  

氏名 ○印   

居住地 
〒   － 

個人番号 
（マイナンバー） 

            連絡先  

変 更 に 係 る 

小学校就学前 

子 ど も 

ふりがな  
生年月日 年  月  日 

氏名  

個人番号 
（マイナンバー） 

            教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 
保 護 者 と の 続 柄 

 

 

申請の理由（該当する番号に○をしてください。） 

１ 紛失 

２ 汚損・破損 

３ その他（                                        ） 

 
※申請の理由が「２ 汚損・破損」であるときは、支給認定証を添付してください。 



様式第１３号（第１３条関係）

亀山市長　様

1.

2.

3.

4.

5.

6.

※1.

〒 －

〒 －

年 月 日

〒 － ℡

年 月 日

生年月日 　　　　年　　月　　日

個人番号
(マイナンバー)

父携帯　・　母携帯
父勤務先　・　母勤務先
自宅・その他（　　　）

利用開始予定日

利用(予定含む)する幼稚園(子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園)、特別支援学校幼稚部を記入して下さい。

フリガナ
所在地

(　　　)

施設名

申
請

子
ど
も

フリガナ 現住所
申請者と異なる
場合のみ記載

個人番号(マイナンバー)

氏名
生年月日

〒　

居住地

保
護
者

フリガナ

申請
子ども
との続柄

①
父携帯　・　母携帯

父勤務先　・　母勤務先
自宅・その他（　　　）

②

氏名 印

日中の連絡先（電話番号）＊確実に連絡の取れる順に記入して下さい。

現住所が市外の場合
市内転入後の住所

認定希望日（施設利用開始日） 　　　　年　　月　　日

　【申請にあたって同意していただく事項】

子ども・子育て支援法第３０条の３において準用する同法第１６条の規定に基づき、施設等利用給付認定の審査に当たって、官公署に対し必要な文書の
閲覧又は資料の提供を求めることがあります。

申請書等に記載した内容は、施設等利用給付認定や施設等利用費の支給に関する情報として必要と認められる場合に、施設・事業者に提供することがあ
ります。

新年度４月利用開始の場合は、認定事務が集中し審査等に日時を要するため、申請日に関わらず、子ども・子育て支援法第３０条の５第５項の規定に基
づき、最長で利用開始の前日まで審査結果のお知らせを延期する場合があります。

申請内容が事実と相違した場合は、施設等利用給付認定を取り消すことがあります。

子育てのための施設等利用給付認定（第１号）申請書

認定希望日現在で、子ども・子育て支援法第７条第１０項第４号ハの政令で定める施設（企業主導型保育事業）の利用がある場合は、本認定の申請はで
きません。

　以上のことに同意し、幼稚園（子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園）、特別支援学校幼稚部の施設等利用
給付認定を希望（幼稚園や特別支援学校の預かり保育事業(※1)は利用しない）するので、子ども・子育て支援法第３０条の５第１項の規定に基づき、次の
とおり施設等利用給付に係る認定を申請します。

預かり保育事業とは、当該幼稚園等が実施する預かり保育事業が、①平日、教育時間を含み提供時間数が８時間未満または②年間開所日数200日未満のいずれかの要件に該当
する場合に利用可能な認可外保育施設を含みます。

      　　年　　月　　日

子ども・子育て支援法第３０条の１１第３項の規定に基づき、施設等利用費は、認定を受けた保護者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者に支給さ
れる場合があります。



様式第１４号（第１３条関係）

　亀山市長　様

1.

2.

3.

4.

5.

6.

※1.

〒 －

〒 －

年 月 日

□

該当する□にレ点を付けて下さい。

（子から見た続柄）　　　　　　

父・母・その他（　　　　　　）

（子から見た続柄）　　　　　　

父・母・その他（　　　　　　）

※2.3.

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

＜必ず裏面も記入して下さい＞

現住所と異なる場合は、記入した住所地の市町村で発行される前年(前々年)1月1日を賦課年度とする市町村民税所得割額がわかる証明書（課税証明書など）を添付し
て下さい。

上記「認定種別」が(第3号)に該当する場合に記入して下さい。

　　　　年　　月　　日

子育てのための施設等利用給付認定（第2号・第3号)申請書 

　以上のことに同意し、保護者の就労、疾病その他の理由により、幼稚園・認定こども園・特別支援学校(預かり保育事業も利用する(※1))、認可外保育施
設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業の施設等利用給付認定を希望するので、子ども・子育て支援法第３０条の５第1項の規定
に基づき、次のとおり施設等利用給付に係る認定を申請します。

預かり保育事業とは、当該幼稚園等が実施する預かり保育事業が、①平日、教育時間を含み提供時間数が８時間未満または②年間開所日数200日未満のいずれかの要件に該
当する場合に利用可能な認可外保育施設を含みます。

認定希望日（施設利用開始日） 　　　　年　　月　　日

　【申請にあたって同意していただく事項】

子ども・子育て支援法第３０条の３において準用する同法第１６条の規定に基づき、施設等利用給付認定の審査及び申請者や同居親族の市町村民税課税状
況の確認に当たって、官公署に対し必要な文書の閲覧又は資料の提供を求めることがあります。

申請書等に記載した内容は、施設等利用給付認定や施設等利用費の支給に関する情報として必要と認められる場合に、施設・事業者に提供することがあり
ます。

子ども・子育て支援法第３０条の１１第３項の規定に基づき、施設等利用費は、認定を受けた保護者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者に支給され
る場合があります。

新年度４月利用開始の場合は、認定事務が集中し審査等に日時を要するため、申請日に関わらず、子ども・子育て支援法第３０条の５第５項の規定に基づ
き、最長で利用開始の前日まで審査結果のお知らせを延期する場合があります。

申請内容が事実と相違した場合は、施設等利用給付認定を取り消すことがあります。

認定希望日現在で、子ども・子育て支援法第７条第１０項第４号ハの政令で定める施設（企業主導型保育事業）の利用がある場合は、本認定の申請はでき
ません。

居住地

氏名 印 現住所が市外の場合
市内転入後の住所

〒　

フリガナ

申請
子ども

との続柄

① 父携帯　・　母携帯
父勤務先　・　母勤務先
自宅・その他（　　　）

② 父携帯　・　母携帯
父勤務先　・　母勤務先
自宅・その他（　　　）

日中の連絡先（電話番号）＊確実に連絡の取れる順に記入して下さい。 生年月日 　　　　年　　月　　日

個人番号
(マイナンバー)

疾病
障害等 □

介護
看護

保
護
者

生年月日

認定種別
□ 申請子どもは、認定希望日時点で満３歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過している(第2号)

左記で第3号に該当し、市民税非課税世帯
に該当する場合は、

下の□にレ点を付けて下さい。

□ 申請子どもは、認定希望日時点で満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある(第3号)
市民税非課税に該当

申
請

子
ど
も

フリガナ 現住所
申請者と異なる
場合のみ記載

個人番号(マイナンバー)

氏名

その他（ ）

□ 就労 □
妊娠
出産 □

疾病
障害等

□
災害
復旧 □

求職
活動等 □ 就学

□ 就学 □ その他（ ）□
介護
看護

□

□
災害
復旧 □

求職
活動等

認定希望日の
前々年1月1日現在の住所
※3

(母親) (父親)
□　現住所と同じ □　現住所と同じ

認定希望日の
前年1月1日現在の住所
※2

(母親) (父親)
□　現住所と同じ □　現住所と同じ

保育を必
要とする

理由

□ 就労 □
妊娠
出産 □

同居者を全員記入して下さい。※個人番号欄は、上記「認定種別」が(第3号)に該当する場合に、父母及び生計の中心者のみ記入して下さい。

申
請
子
ど
も
の
保
護
者
及
び
同
居
者

（

生
計
の
中
心
者
の
番
号
に
〇
を
付
け
て
下
さ
い
）

フリガナ 申請子ども
との続柄 生年月日

就労・通学・通園先
又は単身赴任先

要介護認定又は
障害者手帳氏名

大正　昭和

平成　令和

3
個人番号

□有
大正　昭和

平成　令和

2
個人番号

□有

1
個人番号

□有
大正　昭和

平成　令和

4
個人番号

□有
大正　昭和

平成　令和

5
個人番号

□有
大正　昭和

平成　令和

大正　昭和

平成　令和

7
個人番号

6
個人番号

□有

□有
大正　昭和

平成　令和



〒 － ℡

年 月 日

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

□ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □

□ □ （ ） □ □ （ ）

　（手帳交付） 　（手帳交付）

□ 有 □ 無 □ 有 □ 無

□ 入院　□ 通院 □ □ その他（　　　　　） □ 入院　□ 通院 □ □ その他（　　　　　）

□ 入院付添　 □ 通院付添 □ 自宅看護 □ 通学付添 □ 入院付添　□ 通院付添 □ 自宅看護 □ 通学付添

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動の内容： 活動の内容：

保育を行うことが困難と認められる内容 保育を行うことが困難と認められる内容

添付書類 （以下の中から該当する書類を添付して下さい）

居宅外労働の場合（予定を含む。）

自営の場合

内職の場合

出産前の場合

出産後の場合

障害による手帳等の交付を受けている場合

障害による手帳等の交付を受けていない場合

保護者が介護・看護をしている場合

震災、風水害、火災等の災害の復旧に当たっている場合

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合

学校等に在学中の場合

認可外保育施設の利用を希望される方

幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部を利用する(予定含む)方は記入して下さい。

施設名
利用開始予定日

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業を利用する(予定含む)方は記入して下さい。

フリガナ
所在地

(　　　)

フリガナ 利用するサービス
の種類

所在地 利用開始予定日
施設名

認可外  ・  一時預かり
病児保育・子育て援助活動

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

認可外  ・  一時預かり
病児保育・子育て援助活動

　　　　年　　月　　日

母親の状況 父親の状況

居宅外労働 居宅外労働

認可外  ・  一時預かり
病児保育・子育て援助活動

保育を必要とする理由に応じて記入して下さい。

就労
自宅以外 協力者 自宅以外 協力者

自営　⇒ 自宅 中心者 自営　⇒ 自宅 中心者

求職活動等

就
学

就学の
目的

内職 その他： 内職 その他：

妊娠・出産
（申請時点）

　治癒の見込み時期　　　　　　　年　　　月　　　日 　治癒の見込み時期　　　　　　　年　　　月　　　日

自宅療養 自宅療養

疾
病
・
障
害
等

事由

　出産（予定）日　　　　　　　　年　　　月　　　日

介護・看護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証の写し等)

就労予定申立書

保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

在職（予定）証明書(就労内定の場合はその証明を受けて下さい)

就労申立書、自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、 開業届等)

母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ)

診断書

母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページ)

就労申立書

月 日まで

その他

月 日まで

　□　卒業後就労するため　□その他（ 　　　　）

期間

　□　卒業後就労するため　□その他（ 　　　　）

年年

疾病・障
害名

傷病・障害名

　治癒の見込み時期　　　　　　　年　　　月　　　日 　治癒の見込み時期　　　　　　　年　　　月　　　日

事由

災
害
復
旧

被災日 年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

被介護者名 （申請子どもとの続柄：　　　　） （申請子どもとの続柄：　　　　）

状況

介
護
・
看
護

求 職 活 動

就 学 在学証明書（入学予定の場合は合格通知）、在学期間及び修学時間がわかる書類

そ の 他

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し

就 労

妊 娠 ・ 出 産

疾病・障害等

介 護 ・ 看 護

災 害 復 旧 り災証明書の写しほか災害復旧に当たっていることがわかる書類



様式第１４号の次に次の１３様式を加える。  

 



様式第１５号（第１４条関係） 

年  月  日 

 

           様 

 

亀山市長         印 

 

施設等利用給付認定通知書 

 

 

 先に申請のありました子育てのための施設等利用給付認定について、次のとおり決定し

ましたので通知します。 

 

認 定 

子 ど も 

認 定 番 号  

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日  

保 護 者 

住 所 
 

氏 名  

生 年 月 日  

決 定 年 月 日  

認 定 区 分  

有 効 期 間  

保育の必要性の事由  

 

 この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して

３月以内に、亀山市長に対して審査請求をすることができます。この決定の取消しを求

める訴えは、この通知書を受け取った日（前記の審査請求をした場合は、当該審査請求

に係る裁決の送達を受けた日）の翌日から起算して６月以内に、亀山市を被告として

（亀山市長が被告の代表者となります。）提起することができます。 

 保育の必要性の事由が妊娠・出産、就学、求職活動等の認定で、年度途中で認定期間

が満了となった場合、満了日の翌日以降は施設等利用費の支給の対象とはなりません。

引き続き施設等利用費の支給を希望する場合は、認定期間の更新や保育の必要性の事由

の変更手続きが必要となりますので、改めて子育てのための施設等利用給付認定を申請

して下さい。 

 

 



様式第１６号（第１４条関係） 

年  月  日 

 

           様 

 

亀山市長         印 

 

施設等利用給付認定却下通知書 

 

 

 先に申請のありました子育てのための施設等利用給付認定について、次のとおり却下し

ましたので通知します。 

 

申 請 

子 ど も 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

申 請 者 

申 請 時 

の 住 所 

 

氏 名  

却 下 年 月 日  

却 下 の 理 由 

 

 

 この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して

３月以内に、亀山市長に対して審査請求をすることができます。この決定の取消しを求

める訴えは、この通知書を受け取った日（前記の審査請求をした場合は、当該審査請求

に係る裁決の送達を受けた日）の翌日から起算して６月以内に、亀山市を被告として

（亀山市長が被告の代表者となります。）提起することができます。 

  

 



様式第１７号（第１５条関係） 

 

       年   月   日  

 

              様 

 

亀山市長          印 

   

 

施設等利用給付認定（変更認定）延期通知書 

 

      年  月  日付で申請のあった子育てのための施設等利用給付認定について、

次の理由により延期するので通知します。 

 

 延期の理由 

 

 

 

 

 

処理見込期間 

 

 

 



様式第１８号（第１７条関係）

　亀山市長　様

1.

2.

3.

4.

〒 －

〒 －

年 月 日

該当する□にレ点を付けて下さい。

（子から見た続柄）　　　　　　

父・母・その他（　　　　　　）

（子から見た続柄）　　　　　　

父・母・その他（　　　　　　）

※2.3.

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

＜必ず裏面も記入して下さい＞

現住所と異なる場合は、記入した住所地の市町村で発行される前年(前々年)1月1日を賦課年度とする市町村民税所得割額がわかる証明書（課税証明書など）を添付し
て下さい。

上記「認定種別」が(第3号)に該当する場合に記入して下さい。

　　　　年　　月　　日

施設等利用給付認定変更申請書 

　以上のことに同意し、子ども・子育て支援法第３０条の８第1項の規定に基づき、現に受けている施設等利用給付認定を変更する認定を次のとおり申請し
ます。

認定変更希望日 　　　　年　　月　　日

　【申請にあたって同意していただく事項】

子ども・子育て支援法第３０条の３において準用する同法第１６条の規定に基づき、施設等利用給付認定の審査及び申請者や同居親族の市町村民税課税状
況の確認に当たって、官公署に対し必要な文書の閲覧又は資料の提供を求めることがあります。

申請書等に記載した内容は、施設等利用給付認定や施設等利用費の支給に関する情報として必要と認められる場合に、施設・事業者に提供することがあり
ます。

子ども・子育て支援法第３０条の１１第３項の規定に基づき、施設等利用費は、認定を受けた保護者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者に支給され
る場合があります。

申請内容が事実と相違した場合は、施設等利用給付認定を取り消すことがあります。

居住地

氏名 印 現住所が市外の場合
市内転入後の住所

〒　

① 父携帯　・　母携帯
父勤務先　・　母勤務先
自宅・その他（　　　）

② 父携帯　・　母携帯
父勤務先　・　母勤務先
自宅・その他（　　　）

日中の連絡先（電話番号）＊確実に連絡の取れる順に記入して下さい。 生年月日 　　　　年　　月　　日

個人番号
(マイナンバー)

保
護
者

フリガナ

申請
子ども

との続柄

生年月日

認定種別

□

申
請

子
ど
も

フリガナ 現住所
申請者と異なる
場合のみ記載

個人番号(マイナンバー)

氏名

□ 就学

□ 就学 □ その他（ ）□
介護
看護

□
介護
看護

就労 □
妊娠
出産 □

疾病
障害等

□
災害
復旧 □

求職
活動等□

疾病
障害等

認定希望日の
前々年1月1日現在の住所
※3

(母親) (父親)
□　現住所と同じ □　現住所と同じ

認定希望日の
前年1月1日現在の住所
※2

(母親) (父親)
□　現住所と同じ □　現住所と同じ

同居者を全員記入して下さい。※個人番号欄は、上記「認定種別」が(第3号)に該当する場合に、父母及び生計の中心者のみ記入して下さい。

申
請
子
ど
も
の
保
護
者
及
び
同
居
者

（

生
計
の
中
心
者
の
番
号
に
〇
を
付
け
て
下
さ
い
）

フリガナ 申請子ども
との続柄 生年月日

就労・通学・通園先
又は単身赴任先

要介護認定又は
障害者手帳氏名

大正　昭和

平成　令和

3
個人番号

□有
大正　昭和

平成　令和

2
個人番号

□有

1
個人番号

□有
大正　昭和

平成　令和

4
個人番号

□有
大正　昭和

平成　令和

5
個人番号

□有
大正　昭和

平成　令和

大正　昭和

平成　令和

7
個人番号

6
個人番号

□有

□有
大正　昭和

平成　令和

当該申請
を行う原
因となっ
た事由

□

□

第１号

第２号

第３号

満３歳以上の小学校就学前子ども

満３歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過した小学校就学前子どもであって、下記の保育を必要とする理由があるもの

満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある小学校就学前子どもであって、その保護者及び同一の世帯に属する者が市
町村民税（特別区民税を含む。）を課されない者であるもの

□
災害
復旧 □

求職
活動等

保育を必
要とする

理由

□ 就労 □
妊娠
出産 □ その他（ ）

□



〒 － ℡

年 月 日

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

□ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □

□ □ （ ） □ □ （ ）

　（手帳交付） 　（手帳交付）

□ 有 □ 無 □ 有 □ 無

□ 入院　□ 通院 □ □ その他（　　　　　） □ 入院　□ 通院 □ □ その他（　　　　　）

□ 入院付添　 □ 通院付添 □ 自宅看護 □ 通学付添 □ 入院付添　□ 通院付添 □ 自宅看護 □ 通学付添

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動の内容： 活動の内容：

保育を行うことが困難と認められる内容 保育を行うことが困難と認められる内容

添付書類 （以下の中から該当する書類を添付して下さい）

居宅外労働の場合（予定を含む。）

自営の場合

内職の場合

出産前の場合

出産後の場合

障害による手帳等の交付を受けている場合

障害による手帳等の交付を受けていない場合

保護者が介護・看護をしている場合

震災、風水害、火災等の災害の復旧に当たっている場合

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合

学校等に在学中の場合

認可外保育施設の利用を希望される方

幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部を利用する(予定含む)方は記入して下さい。

施設名
利用開始予定日

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業を利用する(予定含む)方は記入して下さい。

フリガナ
所在地

(　　　)

フリガナ 利用するサービス
の種類

所在地 利用開始予定日
施設名

認可外  ・  一時預かり
病児保育・子育て援助活動

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

認可外  ・  一時預かり
病児保育・子育て援助活動

　　　　年　　月　　日

母親の状況 父親の状況

居宅外労働 居宅外労働

認可外  ・  一時預かり
病児保育・子育て援助活動

保育を必要とする理由に応じて記入して下さい。

就労
自宅以外 協力者 自宅以外 協力者

自営　⇒ 自宅 中心者 自営　⇒ 自宅 中心者

求職活動等

就
学

就学の
目的

内職 その他： 内職 その他：

妊娠・出産
（申請時点）

　治癒の見込み時期　　　　　　　年　　　月　　　日 　治癒の見込み時期　　　　　　　年　　　月　　　日

自宅療養 自宅療養

疾
病
・
障
害
等

事由

　出産（予定）日　　　　　　　　年　　　月　　　日

介護・看護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証の写し等)

就労予定申立書

保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

在職（予定）証明書(就労内定の場合はその証明を受けて下さい)

就労申立書、自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、 開業届等)

母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ)

診断書

母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページ)

就労申立書

月 日まで

その他

月 日まで

　□　卒業後就労するため　□その他（ 　　　　）

期間

　□　卒業後就労するため　□その他（ 　　　　）

年年

疾病・障
害名

傷病・障害名

　治癒の見込み時期　　　　　　　年　　　月　　　日 　治癒の見込み時期　　　　　　　年　　　月　　　日

事由

災
害
復
旧

被災日 年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

被介護者名 （申請子どもとの続柄：　　　　） （申請子どもとの続柄：　　　　）

状況

介
護
・
看
護

求 職 活 動

就 学 在学証明書（入学予定の場合は合格通知）、在学期間及び修学時間がわかる書類

そ の 他

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し

就 労

妊 娠 ・ 出 産

疾病・障害等

介 護 ・ 看 護

災 害 復 旧 り災証明書の写しほか災害復旧に当たっていることがわかる書類



様式第１９号（第１８条関係） 

年  月  日 

 

           様 

 

亀山市長         印 

 

施設等利用給付認定変更通知書 

 

 

 子育てのための施設等利用給付認定について、子ども子育て支援法第３０条の８第２項

又は第４項の規定により、次のとおり認定の変更を行いましたので通知します。 

 

認 定 

子 ど も 

認 定 番 号  

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日  

保 護 者 

住 所 
 

氏 名  

生 年 月 日  

変 更 年 月 日  

認 定 区 分  

有 効 期 間  

保育の必要性の事由  

変 更 理 由  

 

 この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して

３月以内に、亀山市長に対して審査請求をすることができます。この決定の取消しを求

める訴えは、この通知書を受け取った日（前記の審査請求をした場合は、当該審査請求

に係る裁決の送達を受けた日）の翌日から起算して６月以内に、亀山市を被告として

（亀山市長が被告の代表者となります。）提起することができます。 

 

 



様式第２０号（第１９条関係） 

年  月  日 

 

           様 

 

亀山市長         印 

 

施設等利用給付認定取消通知書 

 

 

 子育てのための施設等利用給付認定について、子ども・子育て支援法第３０条の９第１

項の規定により次の認定子どもに係る認定を取り消したので、同条第２項の規定に基づき

通知します。 

 

認 定 

子 ど も 

認 定 番 号  

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日  

保 護 者 

住 所 
 

氏 名  

生 年 月 日  

取 消 年 月 日  

取 消 理 由 

 

 

 この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して

３月以内に、亀山市長に対して審査請求をすることができます。この決定の取消しを求

める訴えは、この通知書を受け取った日（前記の審査請求をした場合は、当該審査請求

に係る裁決の送達を受けた日）の翌日から起算して６月以内に、亀山市を被告として

（亀山市長が被告の代表者となります。）提起することができます。 

  

 



様式第２１号（第２０条関係） 

 

施設等利用給付認定申請内容変更届 

 

年   月   日 

亀山市長 様 

 

子育てのための施設等利用給付認定の申請に係る届出事項に変更があったので、次のとおり届け出します。 

 

施 設 等 利 用 

給 付 認 定 

保 護 者 

ふりがな  
生年月日 年  月  日  

氏名 ○印   

居住地 
〒   － 

個人番号 
（マイナンバー） 

            連絡先  

変 更 に 係 る 

小学校就学前 

子 ど も 

ふりがな  
生年月日 年  月  日 

氏名  

個人番号 
（マイナンバー） 

            施 設 等 利 用 給 付 認 定 
保 護 者 と の 続 柄 

 

 

変更の内容 

変更が生じた事項 

（該当する番号に○をしてください。） 

変更の内容 

変更前 変更後 

施設等利用給付

認定保護者に関

すること 

１ 氏名 

２ 住所 

３ 連絡先 

  

施設等利用給付

認定子どもに関

すること 

１ 氏名 

２ 住所 

３ 保護者との続柄 

  

その他    

変更事項発生日 年     月     日 

 

※変更が生じた事項を証する書類を添付してください。 



様式第２２号（第２１条関係） 

 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認申請書 

 

年   月   日 

亀山市長 様 

住所 

申請者 名称                

代表者氏名               印 

                            

           の確認を受けたいので、子ども・子育て支援法施行規則     の規定によ

り、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

施設又は事業所 
名 称  

所 在 地  

確認を受けようと

する施設又は事業

の 区 分 

□ 幼保連携型認定こども園 
□ 幼稚園型認定こども園 
□ 保育所型認定こども園 
□ 地方裁量型認定こども園 
□ 幼稚園 
□ 保育所 

□ 小規模保育事業Ａ型・Ｂ型 
□ 小規模保育事業Ｃ型 
□ 家庭的保育事業 
□ 居宅訪問型保育事業 
□ 事業所内保育事業（保育所型） 
□ 事業所内保育事業（小規模型） 

設置者又は申請者 

名 称  
主たる事務所
の 所 在 地  

電 話 番 号  FAX 番号  

メールアドレス  

代 表 者 

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日 

住 所  

職 名  

事 業 の 開 始 予 定 年 月 日 年   月   日 

利用する小学校就学前こどもの数 

認定区分 人数 

１号認定  

２号認定  

３号認定 

満１歳未満の小学校就学前

子ども 
 

満１歳以上の小学校就学前

子ども 
 

施設又は事業所の

管 理 者 

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日 

住 所  

 

第２９条 
第３９条 

特定教育・保育施設  

地域型保育事業者 



建物の構造概要 

□ 添付書類に記載 

設備の概要 

□ 添付書類に記載 

利用者又はその家族からの苦情を

処理するために講ずる措置の概要 
□ 添付書類に記載 

申請に係る事業に係る資産の状況 

□ 添付書類に記載 

施設の利用申込みが利用定員を超

える場合における選考基準 
□ 添付書類に記載 

連携協力を行う特定教育・保育施設 

又は居宅訪問型保育連携施設の名称  
※特定地域型保育事業者の確認の申請の 

場合にのみ記入  

 

添付書類（次に掲げる事項を記載した書類を添付して下さい。） 

確認事項 
インターネット

閲覧 

・ 申請者又は設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 □ 

・ 認定こども園、幼稚園、保育所又は地域型保育事業の認可証等の写し □ 

・ 建物又は事業所の図面（各室の用途を明示するもの） □ 

・ 運営規程 □ 

・ 申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 □ 

・ 申請に係る事業に係る施設型給付費及び特例施設型給付費又は地域型保育給付費及び

特例地域型保育給付費の請求に関する事項 
□ 

・ 子ども・子育て支援法第４０条第２項及び第５２条第２項に規定する申請をすること

ができない者に該当しないことを誓約する書面 
□ 

・ 役員の氏名、生年月日及び住所 □ 

※ インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、当該事項を記載した書類（登

記事項証明書を除く。）の添付を省略することができます。 



様式第２３号（第２２条関係） 

 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更申請書 

 

年   月   日 

亀山市長 様 

住所 

申請者 名称               

代表者氏名               印 
 

子ども・子育て支援法        の規定により確認を受けた利用定員を増加したいので、子ど

も・子育て支援法施行規則     の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

施設又は事業所 
名 称  

所 在 地  

施設又は事業の 

区 分 

□ 幼保連携型認定こども園 
□ 幼稚園型認定こども園 
□ 保育所型認定こども園 
□ 地方裁量型認定こども園 
□ 幼稚園 
□ 保育所 

□ 小規模保育事業Ａ型・Ｂ型 
□ 小規模保育事業Ｃ型 
□ 家庭的保育事業 
□ 居宅訪問型保育事業 
□ 事業所内保育事業（保育所型） 
□ 事業所内保育事業（小規模型） 

設置者又は申請者 

名 称  
主たる事務所
の 所 在 地  

電 話 番 号  FAX 番号  

メールアドレス  

代 表 者 

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日 

住 所  

職 名  

利 用 定 員 の 増 加 内 容 

認定区分 変更前（人） 変更後（人） 

１ 号 認 定   

２ 号 認 定   

３ 号 認 定 

満１歳未満の小学

校就学前子ども 
  

満１歳以上の小学
校就学前子ども 

  

建物の構造概要及び設備の概要 
□ 添付書類に記載 

利用定員を増加しようとする理由 
 

変 更 （ 予 定 ） 年 月 日 年   月   日 

※建物又は事業所の図面（各室の用途を明示するもの）及びこの申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制
及び勤務形態がわかる書類を添付してください。 

第３１条 
第４０条 

第２７条第１項 
第２９条第１項 



様式第２４号（第２３条関係） 

 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認辞退届 

 

年   月   日 

亀山市長 様 

住所 

届出者 名称               

代表者氏名               印 
 

子ども・子育て支援法        の規定による確認を辞退したいので、同法第     の規

定に基づき、次のとおり届け出ます。 

施設又は事業所 
名 称  

所 在 地  

施設又は事業の 

区 分 

□ 幼保連携型認定こども園 
□ 幼稚園型認定こども園 
□ 保育所型認定こども園 
□ 地方裁量型認定こども園 
□ 幼稚園 
□ 保育所 

□ 小規模保育事業Ａ型・Ｂ型 
□ 小規模保育事業Ｃ型 
□ 家庭的保育事業 
□ 居宅訪問型保育事業 
□ 事業所内保育事業（保育所型） 
□ 事業所内保育事業（小規模型） 

設置者又は事業者 

名 称  
主たる事務所
の 所 在 地  

電 話 番 号  FAX 番号  

メールアドレス  

代 表 者 

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日 

住 所  

職 名  

確 認 を 辞 退 す る 理 由 

 

現に利用している小学校就学前 

子 ど も に 対 す る 措 置 

 

確 認 を 辞 退 す る 年 月 日 年   月   日 

※確認を辞退する日の３月前までに届け出て下さい。 

第３６条 
第４８条 

第２７条第１項 
第２９条第１項 



様式第２５号（第２４条関係） 

 

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 

 

年   月   日 

亀山市長 様 

住所 

申請者 名称                

代表者氏名               印 

                            
 子ども・子育て支援法第３０条の１１の規定による確認を受けたいので、同法第５８条の２の規定に

基づき次のとおり関係書類を添えて申請します。 

施設又は事業所 
名 称  

所 在 地  

子ども・子育て支

援施設等の区分 

□ 認定こども園    □ 幼稚園    □ 特別支援学校幼稚部 
□ 認可外保育施設 
□ 預かり保育事業（在園児を対象） 
□ 一時預かり事業（在園児以外を対象） 
□ 病児保育事業 
□ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）  

設置者又は申請者 

名 称  
主たる事務所
の 所 在 地  

電 話 番 号  FAX 番号  

メールアドレス  

代 表 者 

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日 

住 所  

職 名  

事 業 の 開 始 予 定 年 月 日 年   月   日 

施設又は事業所の

管 理 者 

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日 

住 所  
 
添付書類（次に掲げる事項を記載した書類を添付して下さい。） 

確認事項 
インターネット

閲覧 

・ 設置者又は申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 □ 

・ 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校の許可証の写しその他の子ども・子育て支援施設
等であることを証する書類 

□ 

・ 子ども・子育て支援法第５８条の１０第２項に規定する申請をすることができない者に該
当しないことを誓約する書面 

□ 

・ 役員の氏名、生年月日及び住所 □ 

※ インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、当該事項を記載した書類（登
記事項証明書を除く。）の添付を省略することができます。 

 
※ 添付書類の記載内容によっては改めて確認に関する書類の提出を求める場合があります。 



様式第２６号（第２５条関係） 

 

特定子ども・子育て支援施設等確認変更届 

 

年   月   日 

亀山市長 様 

住所 

届出者 名称                

代表者氏名               印 

                            
 子ども・子育て支援法第３０条の１１の規定による確認を受けた事項に変更があったので、同法第 

５８条の５の規定に基づき次のとおり届け出ます。 

 

  申請書記載事項の変更 

 変更する事項 変更後 

□ 施設又は事業所 
名 称  

所 在 地  

□ 設置者又は事業者 
名 称  
主たる事務所の
所 在 地  

□ 代 表 者 

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日 

住 所  

職 名  

□ 
施設又は事業所の

管 理 者 

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日 

住 所  
 
  添付書類記載内容の変更（変更後の書類を添付してください。） 

 添付書類のうち記載内容に変更があったもの 
インターネット

閲覧 

□ ・ 設置者又は事業者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 □ 

□ ・ 役員の氏名、生年月日及び住所 □ 

 
※ インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、当該事項を記載した書類（登
記事項証明書を除く。）の添付を省略することができます。 

 
※ 確認を受けた特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者の役員もしくはその長又は特定子
ども・子育て支援施設等である事業を行う者に係る管理者もしくは役員の変更を届け出る場合は、子
ども・子育て支援法第５８条の１０第２項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓
約する書面を添付してください。 

 
※ 添付書類の記載内容によっては改めて確認の変更に関する書類の提出を求める場合があります。 



様式第２７号（第２６条関係） 

 

特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届 

 

年   月   日 

亀山市長 様 

住所 

届出者 名称                

代表者氏名               印 

                            
 子ども・子育て支援法第３０条の１１の規定による確認を辞退したいので、同法第５８条の６の規定

に基づき次のとおり届け出ます。 

施設又は事業所 
名 称  

所 在 地  

子ども・子育て支

援施設等の区分 

□ 認定こども園    □ 幼稚園    □ 特別支援学校幼稚部 
□ 認可外保育施設 
□ 預かり保育事業（在園児を対象） 
□ 一時預かり事業（在園児以外を対象） 
□ 病児保育事業 
□ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）  

設置者又は事業者 

名 称  
主たる事務所
の 所 在 地  

電 話 番 号  FAX 番号  

メールアドレス  

代 表 者 

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日 

住 所  

職 名  

確 認 を 辞 退 す る 理 由  

現に利用している小学校就学前 

子 ど も に 対 す る 措 置 
 

確 認 を 辞 退 す る 年 月 日 年   月   日 

※確認を辞退する日の３月前までに届け出て下さい。 



   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


